
法テラスは、国が設立した公的な法人です。

犯罪被害者支援ダイヤル

お問合せ無料 な  く  こ  と  な  い  よ

※IP電話からは、03- 6745-5601
平日 9：00～21：00 土曜 9：00～17：00（日曜祝日・年末年始 休業）

上記以外にも支部・出張所・地域事務所があります。詳しくはお近くの法テラスへお問い合わせください。

全国の「法テラス」所在地一覧
平日 9：00～17：00業務時間
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札幌市中央区北1条西9-3-1  南大通ビルＮ1  1F
函館市若松町6-7  ステーションプラザ函館5F
旭川市3条通9-1704-1  TKフロンティアビル6F
釧路市大町1-1-1  道東経済センタービル1F

仙台市青葉区一番町3-6-1  一番町平和ビル6F
福島市北五老内町7-5  イズム37ビル4F
山形市七日町2-7-10  NANABEANS8F
盛岡市大通1-2-1  岩手県産業会館本館2F
秋田市中通5-1-51  北都ビルディング6F
青森市長島1-3-1  日本赤十字社青森県支部ビル2F

新宿区西新宿1-24-1  エステック情報ビル13F
横浜市中区山下町2  産業貿易センタービル10F
さいたま市浦和区高砂3-17-15  さいたま商工会議所会館6F
千葉市中央区中央4-5-1  Qiball（きぼーる）2F
水戸市大町3-4-36  大町ビル3F
宇都宮市本町4-15  宇都宮ＮIビル2F
前橋市千代田町2-3-12  しののめ信用金庫 前橋営業部ビル4F
静岡市葵区呉服町2-1-1  札の辻ビル5F
甲府市中央1-12-37  イリックスビル1F
長野市新田町1485-1  長野市もんぜんぷら座4F
新潟市中央区東中通1番町86-51  新潟東中通ビル2F

名古屋市中区栄4-1-8  栄サンシティービル15F
津市丸之内34-5  津中央ビル6F
岐阜市美江寺町1-27  第一住宅ビル2F
福井市宝永4-3-1  サクラNビル2F
金沢市丸の内7-36  金沢弁護士会館内
富山市長柄町3-4-1　富山県弁護士会館1F

大阪市北区西天満1-12-5  大阪弁護士会館B1F
京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435  京都御池第一生命ビルディング3F
神戸市中央区東川崎町1-1-3  神戸クリスタルタワー13F
奈良市高天町38-3  近鉄高天ビル6F
大津市浜大津1-2-22  大津商中三楽ビル5F
和歌山市九番丁15  九番丁MGビル6F

広島市中区八丁堀2-31  広島鴻池ビル1F
山口市黄金町1-10  菜花道門キューブ2F
岡山市北区弓之町2-15  弓之町シティセンタービル2F
鳥取市西町2-311  鳥取市福祉文化会館5F
松江市南田町60

高松市寿町2-3-11  高松丸田ビル8F
徳島市元町1-24  アミコビル3F
高知市本町4-1-37  丸ノ内ビル2F
松山市一番町4-1-11  共栄興産一番町ビル4F

福岡市中央区渡辺通5-14-12  南天神ビル4F
佐賀市駅前中央1-4-8  太陽生命佐賀ビル3F
長崎市栄町1-25  長崎ＭSビル2F
大分市城崎町2-1-7
熊本市中央区水道町1-23  加地ビル3F
鹿児島市金生町4-10  アーバンスクエア鹿児島ビル6F
宮崎市旭1-2-2  宮崎県企業局3F
那覇市楚辺1-5-17  プロフェスビル那覇2･3F
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ご利用いただける方

①故意の犯罪行為により人を死亡させた罪
　（未遂を含みます。）
　（殺人、傷害致死、強盗殺人、危険運転致死など）

②刑法における一定の性犯罪等
　（未遂を含みます。）
　（不同意性交等、不同意わいせつなど）

③故意の犯罪行為により人を負傷させた罪に
より治療期間が３か月以上又は一定の後遺
障害（後遺障害等級第14級以上）の被害を
受けた場合における当該犯罪

　（傷害、危険運転致傷など）

※配偶者が相手方である場合など、資力を加算する
ことが相当でない場合は、配偶者の資力を加算し
ないことができます。
※犯罪行為を原因として、１年以内に支出すると認
められる一定類型の費用は、資力から控除しま
す。

※犯罪被害者等給付金や、その他地方自治体等か
らの一定類型の給付金は、資力から控除します。

※令和８年１月13日以降に被害にあわれた方が対象です。
※被害者本人が亡くなった場合、ご家族が利用できること
があります。

犯罪被害者等法律援助

犯罪被害に関する様 な々手続について

弁護士の支援が
受けられます

●対象となる犯罪

●資力要件
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申込者とその配偶者の現金、
預貯金等を足した額が
300万円以下であること。



制度のポイントご利用の流れ （一例）

●犯罪の被害にあわれた方やそのご家族が、刑事・民事・行政その他の様々な手続について、
　弁護士による支援を受けられます。
●制度の利用は、原則として無料です。

刑事

犯罪被害者支援の経験や
理解のある弁護士の紹介を受ける

弁護士に依頼して、
様々な手続について支援を受ける

弁護士の法律相談を受ける

※IP電話からは、03-6745-5601

弁護士に依頼したい場合は、その旨を弁護士に伝えます

平日 9：00～21：00 土曜 9：00～17：00（日曜祝日・年末年始休業）

捜査機関への同行

刑事裁判への
付添い

民事 行政その他

損害賠償の請求 犯罪被害者等
給付金の申請

示談交渉 報道機関対応

法テラスへアクセス
弁護士による支援の例

※相手方から一定額以上の金銭等が回収できた場合には、援助にかかる費用の
　全部又は一部をご負担いただく場合があります。（犯罪被害者等給付金等からはご負担頂きません。）

〈このほか、被害状況に応じて、必要な支援を行います。〉

これらの支援についての
法律相談も無料で受けられます。


